
 

減免規定一覧 

 

 内容 
減免割合 

（％） 

相模原市立市

民福祉会館条

例施行規則第

５条第１項 

（１）市内の社会福祉施設(社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)

第２条に規定する社会福祉事業を目的として設置された市立以外

の施設をいう。)が直接当該施設の入所者又は利用者を対象とする

行事等のために利用するとき。 

５０ 

（２）市行政と密接な関係を有し、又は市が指導育成を行うこと

を必要とする社会福祉活動若しくは芸術、文化活動を行う団体が

その目的のために利用するとき。 

５０ 

（３）市が主催する社会福祉を推進するための事業のために利用

するとき。 
５０ 

（４）国又は県が主催する社会福祉を推進するための事業のため

に利用するとき。 
５０ 

（５）市が共催する社会福祉を推進するための事業のために利用

するとき。 
５０ 

（６）指定管理者が相模原市立市民福祉会館条例第２４条の規定

により行う同条第７号の事業のために利用するとき。（※） 
１００ 

（７）指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たと

き。 

市長の承認を得

て指定管理者が

定める率 

（※）相模原市立市民福祉会館条例第２４条７号 

社会福祉の増進を図るための事業の実施に関する業務のうち、市長が別に定めるもの 

資料９ 


